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選挙管理委員会告示

高知県選挙管理委員会告示第97号

政治資金規正法（昭和23年法律第194号。以下「法」という。）第 6 条第 1 項の規定による政治

団体の届出があったので、法第 7条の 2第 1項の規定により次のとおり公表する。

平成29年11月17日

高知県選挙管理委員会委員長　恒石　好信

法第19条の 7第 1項第 1号に係る国会議員関係政治団体とみなされる政党の支部

名称

（代表者の氏名）

希望の党高知県衆

議院第 1選挙区支

部

（大石　宗）

会計責任者

の氏名

山本　純弘

主たる事務所の所在地

高知市山ノ端町218－

1

公職の種類

（第 1号）

衆議院議員

届出年

月日

平29・

10・13

1以上の市町

村等の区域を

単位として設

けられる支部

○
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高知県選挙管理委員会告示第98号

政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第 6 条第 1 項の規定

による政治団体の届出があったので、同法第 7条の 2第 1項の規

定により次のとおり公表する。

平成29年11月17日

高知県選挙管理委員会委員長　恒石　好信

その他の政治団体（政党及び国会議員関係政治団体以外の政治

団体）

高知県選挙管理委員会告示第99号

政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第 7 条第 1 項の規定

による政治団体の届出事項の異動の届出があったので、同法第 7

条の 2第 1項の規定により次のとおり公表する。

平成29年11月17日

高知県選挙管理委員会委員長　恒石　好信

政党（国会議員関係政治団体とみなされる政党以外の政党）

高知県選挙管理委員会告示第100号

政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第17条第 1 項の規定

による政治団体の解散の届出があったので、同条第 3項の規定に

より次のとおり公表する。

平成29年11月17日

高知県選挙管理委員会委員長　恒石　好信

その他の政治団体

高知県選挙管理委員会告示第101号

政治資金規正法（昭和23年法律第194号。以下「法」とい

う。）第19条第 3項第 2号の規定による資金管理団体でなくなっ

た旨の届出があったので、法第19条の 2第 1項の規定により次の

とおり公表する。

平成29年11月17日

高知県選挙管理委員会委員長　恒石　好信

法第19条第 3項第 2号の規定による届出に係る資金管理団体

名称

大野弘後援

会

藤堂賢太郎

後援会

代表者の氏

名

大野　弘

井上　輝美

会計責任者

の氏名

小野　一子

伊藤　武徳

主たる事務所

の所在地

吾川郡仁淀川

町長者丁572

番地 1

吾川郡仁淀川

町大西787

届出

年月

日

平29

・10

・11

平29

・10

・30

区

分

旧

新

名称

（代表者の氏

名）

民進党高知県総

支部連合会

（近藤　強）

代表者の

氏名

広田　一

近藤　強

会計責任

者の氏名

異動なし

主たる事

務所の所

在地

異動なし

異動

年月

日

平29

・10

・ 3

名称

安岡雅徳後援会

代表者の氏名

安岡　雅徳

解散年月日

平29・ 9 ・30

資金管理団体の届

出をした者の氏名

安岡　雅徳

名称

安岡雅徳後援会

資金管理団体

でなくなった

年月日

平29・ 9 ・30
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